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2015 年10 月改定 ●はじめに●

■ 本冊子は、ファミリー交通傷害保険についての大
切なことがらを記載したものです。必ずご一読い
ただき、内容をご確認いただきますようお願いい
たします。

■ 本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発
生した場合のお手続き」についても記載しており
ますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保
管いただきますようお願いいたします。

■ ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お
気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただき
ますようお願いいたします。

●特にご注意いただきたいこと●

■ 保険料（分割払のときは初回保険料）は、団体扱
等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契
約と同時にお支払いください。保険期間が始まっ
た後でも保険料を領収する前に生じた事故につい
ては保険金をお支払いすることができません。

■ 保険料をお支払いいただくと特定の特約をセット
された場合を除き、弊社所定の領収証を発行しま
すので、お確かめください。

■ 弊社はご契約締結後に保険証券（または引受証
等）を発行しております。ご契約後、１か月を経
過しても保険証券が届かない場合は、お手数です
が弊社へお問い合わせください。

■ 保険期間が１年を超えるご契約の場合、ご契約の
お申込み後であっても条件によってご契約のお申
込みの撤回またはご契約の解除（クーリングオ
フ）を行うことができることがあります。

■ 申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更さ
れた場合にご通知いただく「通知義務」がありま
す。これらに誤りがある場合で、故意または重大
な過失があるときは保険金をお支払いできないこ
とがありますのでご注意ください。



●代理店の役割について●

■ 弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険
契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交
付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っており
ます。したがいまして、弊社代理店とご契約いた
だいて有効に成立したご契約につきましては、弊
社と直接契約されたものとなります。

■ 取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況
を把握し、より適切なご契約とするよう努力して
おりますので、相談窓口としてご利用いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。

●弊社のご連絡先●

■ 万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問
やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄
りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・
休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連
絡ください。

＜事故発生時のご連絡先（サービス２４）＞
フリーダイヤル　０１２０－２５－７４７４
［受付時間：２４時間・３６５日］

＜ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先＞
フリーダイヤル　０１２０－６１６－８９８
［受付時間：９：００～２０：００（平日）、

９：００～１７：００（土日祝日）］

■弊社のお客さま相談窓口は　
フリーダイヤル　０１２０－１７－２４２４
［受付時間：９：００～１７：００（土日祝除く）］
です。

●ご契約のしおり目次●
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●お客さま情報の取扱いについて●

　弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、
保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京
海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商
品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契
約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするため
に利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行い
ます。
　なお、保健医療などの特別な非公開情報（センシ
ティブ情報）については、保険業法施行規則によ
り、業務の適切な運営の確保その他必要と認められ
る目的の範囲に限定して利用・提供します。
　詳細につきましては、日新火災ホームページ
（http://www.nisshinfi re.co.jp/）をご覧いただくか、
取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせくだ
さい。

日新火災ホームページ
http://www.nisshinfi re.co.jp/
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特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および
特約名で表示されますので、その具体的内容につい
て、本しおりの番号および特約名と対比してご参照く
ださい。（【　】）にて表示される番号は特約コードで
す。一部の証券面には番号が表示されていない場合が
ありますので、その場合は特約コードおよび下表で対
比してご参照ください。

特約 適用される場合

ファミリー交通傷
害保険保険料分割
払特約（一般用）

保険料分割払の条件で契約され
た場合に適用されます（一般団
体契約は除きます。）。

一般団体ファミ
リー交通傷害保険
保険料分割払特約

一般団体契約の場合で保険料分
割払の条件で契約された場合に
適用されます。

団体扱特約
（一般Ａ）

証券面に「団体扱」または「集
団扱」と表示されている場合
に、団体（集団）の特約種類に
従って適用されます。

団体扱特約
（一般Ｂ）

団体扱特約
（一般Ｃ）

団体扱特約

団体扱特約
（口座振替方式）

集団扱特約
（直接集金方式）

集団扱特約
（口座振替方式）

条件付戦争危険等
免責に関する一部
修正特約

すべての契約に適用されます。

共同保険に関する
特約

証券上に共同保険の引受会社・
分担割合の表示（裏書）がある
場合に適用されます。

コード（または文
言）で表示された
特約

証券面の「特約」欄に番号（文
言）で表示された場合に適用さ
れます。
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保険約款と保険証券について ファミリー交通傷害保険の商品の内容について

１．保険約款とは １．用語のご説明

　お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険
契約の内容を詳細に定めたもので、
　「普通保険約款」と「特約」から構成されていま
す。
「普通保険約款」は
（１） 用語の定義条項 （約款に使用される用語の
解説や補足を行います。）

（２）基本的な補償内容を定めた 補償条項 （保険
金をお支払いする場合やしない場合、お支払額
などの基本的な補償内容を記載しています。）

（３）保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応な
どに関する権利・義務を定めている 基本条項
から構成されています。

「特約」は
　普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契
約条件を補充・変更・削除・追加するもので
（１）ご契約の内容により自動的にセットされる特
約（自動的にセットされる特約）

（２）お客さまの任意でセットいただく特約（オプ
ション特約）

の２種類があります。
　特約の適用の有無は、保険証券に記載しておりま
す。

　保険証券とは、保険契約について補償内容や補償
する金額を定めた証となるものです。保険約款は保
険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償
内容等を記載したものですが、お客さまのご契約に
おいて個別に定めた保険金額、保険期間、セットし
た特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約
内容に誤りがないか今一度ご確認ください。

【ファミリー交通傷害保険】

ファミリー交通傷害
保険普通保険約款

第１章　用語の定義条項

第２章　補償条項

第３章　基本条項

各種特約
＋

２．保険証券とは

用　　　語 ご　説　明
い 医学的他覚
所見

理学的検査、神経学的検査、臨床
検査、画像検査等により認められ
る異常所見をいいます。

医科診療報
酬点数表

手術を受けた時点において、厚生
労働省告示に基づき定められてい
る医科診療報酬点数表をいいま
す。

か 外来 傷害の原因が被保険者の身体の外
からの作用によることをいいま
す。

き 危険 傷害の発生の可能性をいいます。
急激 突発的に発生することを意味しま

す。傷害の原因としての事故が緩
慢に発生するのではなく、原因と
なった「事故」から結果としての
「傷害」までの過程が直接的で、
時間的間隔のないことを意味しま
す。

競技等 競技、競争、興行（注１）、訓練（注２）

または試運転（注3）をいいます。
（注１ ）いずれもそのための練習

を含みます。
（注２ ）自動車等の運転資格を取

得するための訓練を除きま
す。

（注３ ）性能試験を目的とする運
転または操縦をいいます。

く 偶然 予知されない出来事をいいます。
傷害保険でいう偶然とは、「事故
の発生が偶然であるか」、「結果の
発生が偶然であるか」、「原因、結
果とも偶然であるか」のいずれか
であることを必要とします。

け 契約者
（保険契約者）

弊社に保険契約の申込みをされる
方で、保険料の支払義務を負う方
をいいます。

こ 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない
状態であって、被保険者の身体に
残された症状が将来においても回
復できない機能の重大な障害に
至ったものまたは身体の一部の欠
損をいいます。

告知義務 保険契約の締結に際し、当会社が
重要な事項として求めた事項に回
答いただく義務をいいます。



用　　　語 ご　説　明
し 歯科診療報
酬点数表

手術を受けた時点において、厚生
労働省告示に基づき定められてい
る歯科診療報酬点数表をいいま
す。

手術 公的医療保険制度における医科診
療報酬点数表に、手術料の算定対
象として列挙されている診療行為
または先進医療に該当する診療行
為をいいます。ただし、傷の処置
や抜歯など対象とならない手術が
あります。

傷害 被保険者が急激かつ偶然な外来の
事故によって被ったケガをいい、
身体外部から有毒ガスまたは有毒
物質を偶然かつ一時に吸入、吸収
または摂取したときに急激に生じ
る中毒症状（継続的に吸入、吸収
または摂取した結果生じる中毒症
状を除きます。）を含みます。た
だし、細菌性食中毒およびウイル
ス性食中毒については、含みませ
ん。

ち 治療 医師（注）が必要であると認め、医
師（注）が行う治療行為をいいます。
（注）被保険者が医師である場合

は、その被保険者以外の医
師をいいます。

つ 通院 病院もしくは診療所に通い、また
は往診により、治療を受けること
をいいます。ただし、治療を伴わ
ない、薬剤、診断書、医療器具等
を受け取るためのもの等は含みま
せん。

通知義務 保険契約の締結後に当会社が告知
を求めた事項に変更が生じた場合
にご連絡いただく義務のことをい
います。

と 特約 オプションとなる補償内容など普
通保険約款に定められた事項を特
別に補充・変更する事項を定めた
ものです。

に 入院 自宅等での治療が困難なため、病
院または診療所に入り、常に医師
の管理下において治療に専念する
ことをいいます。

は 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出
をしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある方を含みます。

ひ 被保険者 保険契約により補償の対象となる
方をいいます。

２．ファミリー交通傷害保険の補償の内容について

（１）補償の概要
　 　ファミリー交通傷害保険では、被保険者が日本
国内または日本国外において交通事故によってケ
ガをされた場合に、保険金をお支払いします。
　 　さらにご希望により、日本国内または日本国外
において、日常生活における偶然な事故により、
他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあた
え、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険
金をお支払いする特約（オプション）をセットす
ることもできます。

（２）被保険者の範囲
　　被保険者は次の方々となります。
①　保険証券に記載された本人
②　本人の配偶者
③　本人または配偶者と生計を共にする同居の親
族（注）

④　本人または配偶者と生計を共にする別居の未
婚のお子さま

（注）親族とは、6親等以内の血族および3親等以内
の姻族をいいます。

　※　夫婦特約をセットすることにより、被保険者を
上記①および②の方に限定することができま
す。また、配偶者補償対象外特約をセットいた
だくことにより、配偶者を除いて契約すること
ができます。

用　　　語 ご　説　明
ほ 保険期間 保険のご契約期間をいいます。
保険金 普通保険約款およびセットされた

特約により補償される傷害または
損害等が生じた場合に弊社がお支
払いすべき金銭をいいます。

保険金額 保険契約により保険金をお支払い
する事由が生じた場合に、弊社が
お支払いする保険金の額（または
限度額）をいいます。

保険料 保険契約に基づいて、ご契約者が
弊社に払い込むべき金銭のことを
いいます。

本人
（被保険者
本人）

保険証券の被保険者欄に記載され
た方をいいます。

み 未婚 これまでに婚姻歴がないことをい
います。



保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
国内・国外において、被保険者（補償の対象と
なる方）が次のような事故により被ったケガに
対して、下記①～⑤の保険金をお支払いしま
す。
・交通乗用具との接触、衝突等の交通事故
・交通乗用具に乗っている間の事故
・駅などの改札口を入ってから改札口を出るま
での間における事故
・交通乗用具の火災

●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、
犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、
戦争等による事故
●地震・噴火またはこれらによる津波を原
因とする事故
●競技・興行（いずれも練習を含みます。）、
訓練、試運転等のために交通乗用具に
乗っている間の事故
●職務として交通乗用具への荷物、貨物等
の積込み作業、交通乗用具からの荷物等
の積卸し作業または交通乗用具上での荷
物等の整理作業に従事中にその作業に直
接起因する事故
●職務として交通乗用具の修理、点検、整
備、清掃の作業に従事中にその作業に直
接起因する事故
●頸

け い

部症候群（いわゆるむちうち症）また
は腰痛などで医学的他覚所見のないもの
●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒

など
！ ●保険金は健康保険、労災保険、生命保
険などとは関係なくお支払いします。
●死亡保険金、後遺障害保険金について
は、合計して、保険期間を通じ保険証
券記載の各被保険者（補償の対象とな
る方）の死亡・後遺障害保険金額が限
度となります。
●「交通乗用具」とは、自動車、電車、
航空機、船舶等をいいます（身体障害
者用の車いすも含みます。）。詳細につ
きましては、弊社代理店または弊社ま
でお問い合わせください。

①死亡保険金 ケガ（事故）の日からその日を含めて180日以
内に、そのケガが原因で死亡された場合に、死
亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いしま
す。

② 後遺障害
　保険金

ケガ（事故）の日からその日を含めて180日以内
に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合
に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額
の4％～ 100％をお支払いします。

③入院保険金 ケガ（事故）の日からその日を含めて180日以
内にそのケガが原因で入院された場合に、入院
の日数に対して、180日を限度に、１日につき
入院保険金日額をお支払いします。ただし、事
故の日からその日を含めて180日を経過した後
の期間に対しては入院保険金はお支払いできま
せん。

④手術保険金 ケガの治療のため、所定の手術を受けられた場
合に、次の計算式によって計算した金額を手術
保険金としてお支払いします。
イ．入院中に受けた手術の場合
手術保険金の額＝入院保険金日額×10倍
ロ．イ．以外の手術の場合
手術保険金の額＝入院保険金日額×５倍
ただし、１事故につき事故の日からその日を含
めて180日以内の手術１回に限ります。

⑤通院保険金 ケガ（事故）の日からその日を含めて180日以内
にそのケガが原因で通院（往診を含みます。）さ
れた場合に、通院の日数に対して、90日を限度に、
１日につき通院保険金日額をお支払いします。た
だし、事故の日からその日を含めて180日を経過
した後の期間に対しては通院保険金はお支払いで
きません。

■傷害（基本契約）



■特約（オプション）
　特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
⑥ ファミリー
交通傷害保
険賠償責任
危険補償特
約

被保険者（ご本人およびそのご家族（注））が次
の①、②の偶然な事故により他人にケガをさせ
たり、他人の物を壊したりして損害を与え、法
律上の損害賠償責任を負った場合に、１回の事
故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に
支払うべき損害賠償金をお支払いします。ま
た、損害の発生または拡大を防止するために要
した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社
への協力費用などもお支払いできる場合があり
ます。
①ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使
用または管理に起因する偶然な事故
②ご本人およびそのご家族の日常生活に起因す
る偶然な事故
（注）「ご家族」とは、ご本人の配偶者・ご本

人または配偶者と生計を共にする同居の
親族（６親等以内の血族および３親等以
内の姻族をいいます。）・ご本人または配
偶者と生計を共にする別居の未婚（これ
までに婚姻歴がないことをいいます。）
のお子さまをいいます。

●賠償事故の解決に関する特約（概要）
ファミリー交通傷害保険賠償責任危険補償特
約に自動的にセットされます。上記、補償の
対象となる損害賠償責任が発生した際に行う
折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士
の選任などの手続について、弊社が協力また
は被保険者の同意を得て代行いたします。

●故意による損害賠償責任
●地震・噴火またはこれらによる津波を原
因とする損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●職務遂行に直接起因する損害賠償責任
（仕事上の損害賠償責任）
●同居の親族に対する損害賠償責任
●他人から借りたり預かったりした物に関
し生じた損害賠償責任
●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶
および銃器等の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任

など
！ ●損害賠償責任の全部または一部を承認
しようとするときは、必ず事前に弊社
にご相談ください。弊社の承認がない
場合、保険金を削減してお支払いする
ことがありますので、ご注意ください。
●「賠償事故の解決に関する特約」にお
いて弊社が代行業務をできない場合
・１回の事故について、被保険者の負
う損害賠償責任の額が、保険金額を
明らかに超える場合
・損害賠償請求権者（被害者）が弊社
と直接交渉することに同意いただけ
ない場合
・弊社の求める協力を正当な理由なく
被保険者が拒んだ場合
・日本国外で発生した事故の場合
・被保険者に対する訴訟が日本国外の
裁判所に提起された場合
・損害賠償請求権者（被害者）またはそ
の代理人が日本国内に所在しない場合

（注１）①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
　　　・ 死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
　　　・ 死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
　　　・ 保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定また

は変更することができます。（この場合、弊社へ通知が必要となります。）
　　※ 死亡保険金受取人の指定または変更は、被保険者ご本人の死亡保険金に限ります。配偶者・親族の死

亡保険金については、死亡保険金受取人の指定はできません。
（注２） ②～⑤の保険金は被保険者にお支払いします。
（注３） ⑥の保険金について
　　　　 事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者（被

害者）は、優先的に保険金の支払を受けられる権利（先取特権）を取得します。保険金は、被保険者が
賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。



ご契約の際にご確認いただきたいこと

　ご契約者または被保険者には、次の事項（告知事
項）について弊社にお申出いただく義務（告知義
務）があります。申込書に記載されたこの告知事項
の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解
除させていただくことや保険金をお支払いできない
ことがあります。
　この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告
知事項は、以下の事項となります。
・他にご加入の傷害保険契約（積立保険を含みま
す。）・共済契約の有無（有の場合はその内容）

２．保険期間について

　保険期間については保険証券に記載しております
のでご確認ください。保険期間中に発生した事故に
対して保険金をお支払いします。

３．保険金額（ご契約金額）について

　保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお
支払いする損害保険金の限度額のことです。
保険金額を決定する際の注意事項
　保険金額の設定につきましては、次の①から③の
点にご注意ください。
①　保険金額は被保険者の方の年齢・年収など
に照らして適正な金額となるように設定して
ください。
②　入院保険金日額、通院保険金日額は、それ
ぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限
が定められています。
③　次のいずれかに該当する場合は、死亡・後
遺障害保険金額（他の傷害保険・積立保険・
共済契約等の保険金額を含みます。）が1,000
万円を超えるご契約のお申込みはできません
のでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満１５歳
未満の場合
・被保険者がご契約について同意（署名）され
ていない場合

４．保険料のお支払方法について

（１）保険料のお支払いと補償との関係について
　　　保険料は、団体扱特約や特定の特約をセット
された場合を除き、ご契約と同時に一括してお
支払いください。取扱代理店または弊社が保険
料を領収する前に生じた事故による傷害または
損害に対しては、保険期間が始まった後であっ
ても保険金をお支払いできません。

　　　なお、ファミリー交通傷害保険保険料分割払

１．ご契約の際にお知らせいただきたいこと（普通保険約款第15条）

特約（一般用）または一般団体ファミリー交通
傷害保険保険料分割払特約をセットされると、
分割払にすることもできます。この場合には、
次の点にご注意ください。
①　第１回分割保険料は初回保険料の払込みに
関する特約等の特定の特約をセットされた場
合を除き、ご契約と同時にお支払いくださ
い。〔ファミリー交通傷害保険保険料分割払
特約（一般用）および一般団体ファミリー交
通傷害保険保険料分割払特約第２条〕
②　第２回目以降の分割保険料については、払
込期日をお守りください。お支払いがない場
合は、事故が発生しても保険金をお支払いで
きなかったり、またご契約を解除することが
あります。〔ファミリー交通傷害保険保険料
分割払特約（一般用）および一般団体ファミ
リー交通傷害保険保険料分割払特約第４条お
よび第７条〕

（２）保険料の払込猶予期間等について
①　ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保
険料の払込みに関する特約」をセットされる
場合には、初回保険料を口座振替、クレジッ
トカード払（携帯電話方式）、コンビニ払ま
たは請求書払によりお支払いいただけます。
この場合の払込期日は条件により、口座振替
の場合は、保険期間の初日の属する月または
保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関
所定の振替日、口座振替以外の方法による場
合は、保険期間の初日の属する月の末日また
は保険期間の初日の属する月の翌月末日とな
ります。
　　なお、クレジットカードにより保険料をお
支払いいただく場合の保険料払込日は、クレ
ジットカードご利用金額がお客さまの銀行等
の口座から実際に引落しされる日ではなく、
弊社がクレジットカード会社に対してオーソ
リゼーション（信用照会）を行い、クレジッ
トカード利用限度額内であることの確認が取
れた日とします。
　　初回保険料の払込期日の翌月末日を経過し
ても初回保険料のお支払いがない場合（注）は、
ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生
した事故による傷害または損害に対して保険
金をお支払いできませんのでご注意ください。

（注） 初回保険料のお支払いがなかったことにご契約
者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認め
た場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末
日から翌々月末日まで延長します。

 
②　第２回目以降の分割保険料の払込期日の翌
月末日を経過しても分割保険料のお支払いが
ない場合は、その払込期日の翌日以降に発生
した事故による傷害または損害に対しては、
保険金をお支払いできませんのでご注意くだ



さい。ただし、分割保険料のお支払いがな
かったことにご契約者の故意や重大な過失（注）

がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶
予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日
まで延長します。
　　なお、第２回目以降の分割保険料の払込猶
予期間を経過しても分割保険料のお支払いが
ない場合または２回連続して分割保険料の払
込期日までに分割保険料のお支払いがない場
合は、ご契約を解除することがありますので
ご注意ください。

（注）重大な過失とは、そのご契約において、払込期
日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払
いが無かったこと（残高不足により口座振替の
再請求に対して引き落としができなかったな
ど）が過去にも２回以上発生している場合など
をいいます。

5．ご契約のお申込みの撤回等（クーリングオフ）について

　保険期間が１年を超えるご契約の場合で、ご契約
のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込
みの撤回または解除（クーリングオフ）を行うこと
ができます。
（１）クーリングオフを行うことができる期間
　　　お客さまが「ご契約を申し込まれた日」また
は「クーリングオフ説明書を受領された日」の
いずれか遅い日から数えて８日以内であれば、
クーリングオフを行うことができます。

（２）クーリングオフの方法
　　　クーリングオフを行う場合には、上記期間内
（８日以内の消印のみ有効）に弊社（クーリン
グオフ係）宛に必ず郵便にてご通知ください。
ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリング
オフのお申出を受け付けることができませんの
でご注意ください。

（３）お支払いいただいた保険料のお取扱い
　　　クーリングオフを行った場合は、既にお支払
いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還
します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立
人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠
償または違約金は一切請求しません。ただし、
ご契約を解除される場合には、保険期間の初日
（初日以降に保険料をお支払いいただいた場合
は、弊社が保険料を受領した日）から、ご契約
の解除日までの期間に相当する保険料につい
て、日割によるお支払いが必要なときがありま
す。

（４）クーリングオフを行うことができないご契約
　　　次のご契約は、クーリングオフを行うことは
できませんのでご注意ください。なお、既に保
険金をお支払いする事由が生じているにもかか
わらず、知らずにクーリングオフをお申出の場
合は、そのお申出の効力は生じないものとしま

す。
①　保険期間が１年以下のご契約（自動継続特
約をセットされたご契約を含みます。）
②　営業または事業のためのご契約
③　法人または社団・財団などが締結されたご
契約
④　金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保
するためのご契約
⑤　質権が設定されたご契約
⑥　保険金請求権が担保として第三者に譲渡さ
れたご契約　　　　　　　　　　　　　など

（５）クーリングオフを希望される場合
　　　クーリングオフを希望される場合には、ハガ
キまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、
弊社（クーリングオフ係）宛に郵送してくださ
い。

　　《必要事項》
①　ご契約をクーリングオフされる旨の内容
②　ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、
ご氏名（捺印）、お電話番号（ご自宅・携帯）
③　ご契約を申し込まれた年月日
④　ご契約を申し込まれた保険契約の内容
（ア）保険の種類
（イ）証券番号
（ウ）領収証番号（証券番号が不明な場合のみ
ご記入ください。）

⑤　ご契約の取扱代理店または仲立人名

【記入例】

６．ご契約が無効となる場合（普通保険約款第17条）

　保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場
合、その保険契約は無効となります。
（１）保険契約者が、保険金を不法に取得すること
を目的とする場合

（２）保険契約者が第三者に保険金を不法に取得さ
せることを目的とする場合

（３）保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、
死亡保険金受取人を特に指定する場合（注）に、
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下記の保険契約をクーリングオフします。

・申込人住所：〒○○○－○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○

・氏　　名：○○○○○　印

・電話番号

　自　宅：○○○（○○○）○○○○

　携　帯：○○○（○○○○）○○○○

・申 込 日：平成○年○月○日

・保険の種類：ファミリー交通傷害保険

・証券番号　：○○○○○○○○○○

・領収証番号：○○○○○○○○

・取扱代理店：

 （仲立人名）　○○○○○○○○

〔弊社宛先〕 〔必要事項〕



その被保険者の同意を得なかったとき。

（注）被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にす
る場合を除きます。

７．ご契約が失効となる場合（普通保険約款第18条）

　被保険者全員が死亡した場合には、保険契約は失
効します。

８．ご契約が重大事由により解除となる場合（普通保険約款第21条）

（１）他の保険契約等との重複によって、被保険者
にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金
日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大
となり、保険制度の目的に反する状態がもたら
されるおそれがあると認められる場合、保険契
約を解除することがあります。

（２）次のいずれかに該当する事由等がある場合に
は、ご契約および特約を解除することがありま
す。この場合には、全部または一部の保険金を
お支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が
暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当
すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求
に対して詐欺を行った場合　　　　　　など

９．補償の重複について

　次表の特約等（補償条項を含みます。）のご契約
にあたっては、補償内容が同様の保険契約（傷害保
険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外
の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償
が重複することがあります。
　補償が重複すると、特約等の対象となる事故につ
いて、どちらの保険契約からでも補償されますが、
いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われな
い場合があります。
　補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特
約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約くだ
さい（注）。

（注）１契約のみに特約等をセットした場合、ご契約
を解約したときや、家族状況の変化（同居から
別居への変更等）により被保険者が補償の対象
外になったときなどは、特約等の補償がなくな
ることがあります。ご注意ください。

１．通知義務等について（普通保険約款第16条）

　ご契約者および被保険者には、ご契約後、次の事
項に変更がある場合、ご通知いただけなかったとき
は、重要なお知らせやご案内ができないことがあり
ますので、必ず弊社へご連絡ください。
・転居等によるご連絡先・ご住所等の変更

２．解約のお手続き

（１）解約のお手続きについて
　　　ご契約後、保険契約を解約される場合には、
取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえ
で、所定の書類をご提出いただく必要がありま
す。

（２）被保険者による解約について（普通保険約款
第22条）

　　　被保険者が保険契約者以外の方である場合に
おいて、以下に該当するときは、その被保険者
は、保険契約者に対しこの保険契約（その被保
険者に係る部分に限ります。）の解約を求める
ことができます。
①　この保険の被保険者になることについての
同意をしていなかった場合
②　保険契約者または保険金を受け取るべき者
が保険金を支払わせることを目的として傷害
を生じさせようとした場合や、保険金の請求
について詐欺を行い、または行なおうとした
ことがあった場合
③　保険契約者または保険金を受け取るべき者
が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該
当すると認められた場合
④　他の保険契約等との重複によって、被保険
者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日
額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大
となり、保険制度の目的に反する状態がもた
らされるおそれがある場合
⑤　②から④までのほか、保険契約者または保
険金を受け取るべき者が②から④までの場合
と同程度に被保険者のこれらの者に対する信
頼を損ない、この保険契約の存続を困難とす
る重大な事由を生じさせた場合
⑥　保険契約者と被保険者との間の親族関係の
終了等により保険契約の被保険者となること
について同意した事情に著しい変更があった

ご契約後のお手続きについて

≪補償が重複する可能性のある主な特約等≫

今回ご契約いただく補償 補償の重複が生じる他の
保険契約の例

賠償責任危険補償 自動車保険の日常生活賠
償責任補償特約



場合
（３）解約時の保険料返還について
　　　ご契約者のお申出によりご契約を解約された
場合は、特に特約等による定めがないかぎり、
解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計
算方法による保険料を返還します。

３．満期のお手続き

　ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代
理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。

１．事故のご通知（普通保険約款第29条）

　この保険で補償される事故が発生した場合は、
30日以内に弊社または取扱代理店にご通知くださ
い。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通
知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険
金が削減されることがありますのでご注意くださ
い。
★ご注意★
　損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全
部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相
談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がない
まま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を
承認された場合には、損害賠償責任がないと認めら
れる額を保険金から差し引かせていただくことがあ
りますのでご注意ください。

２．保険金の請求が可能な日（普通保険約款第30条）

　傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求で
きます。
（１）死亡保険金
　　　被保険者が死亡した時
（２）後遺障害保険金
　　　被保険者に後遺障害が生じた時または事故の
発生の日からその日を含めて180日を経過した
時のいずれか早い時

（３）入院保険金
　　　被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終
了した時または事故の発生の日からその日を含
めて180日を経過した時のいずれか早い時

（４）手術保険金

事故が発生した場合のお手続きについて

事故のご連絡・ご相談は
サービス24

フリーダイヤル　0120-25-7474
［受付時間：24時間・365日］

　　　被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手
術を受けた時

（５）通院保険金
　　　被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終
了した時、通院保険金の支払われる日数が90
日に達した時または事故の発生の日からその日
を含めて180日を経過した時のいずれか早い時

３．保険金請求のお手続きに必要な書類（普通保険約款第30条）

　保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容
に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提
出ください。
（１）保険金請求書
（２）傷害状況報告書
（３）公の機関の事故証明書または第三者による事
故証明書等の事故が発生したこともしくは事故
状況等を証明する書類

（４）後遺障害または傷害の程度または手術の内容
を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院
日数または通院日数を記載した病院または診療
所の証明書類

（５）印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であ
ることまたは相続人であることが確認できる書
類

※ 上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、
上記以外の書類等の提出を依頼することがありま
す。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改
めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。

４．保険金のお支払時期について（普通保険約款第31条）

　保険金請求のお手続きを完了した日から原則とし
て30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な
事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払いま
す。
　なお、次のような事情が生じた場合は、お客さま
にその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延
長させていただくことがあります。
・ 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・
調査の結果を得る必要がある場合　180日
・ 医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果
を得る必要がある場合　90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を
得る必要がある場合　120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において
確認のために必要な調査を行う場合　60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない
際に日本国外における調査を行う場合　180日



５．保険金の代理請求について（普通保険約款第30条）
　保険金の種類により、被保険者に保険金を請求で
きない事情がある場合に、代理人（配偶者（注）、３
親等以内の親族）が被保険者に代わって保険金を請
求できる代理請求制度がありますので、本制度につ
いて代理人の対象となる方々へ是非お知らせくださ
い。

（注）法律上の配偶者に限ります。

１．ご契約内容および事故報告内容の確認

　損害保険会社等の間では、傷害保険等について不
正契約における事故招致の発生を未然に防ぐととも
に、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保する
ため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者
または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求
の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登
録された契約情報等により確認を行っております。
登録内容および確認内容は、上記目的以外には用い
ません（注）。ご不明の点は弊社にお問い合わせくだ
さい。

（注）具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、
被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目
について登録し確認を行っています。

２．損害保険契約者保護制度について

　引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・
解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結された
り、金額が削減されるなど、支障が生じることがあ
ります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護
のための制度として「損害保険契約者保護機構」が
あり、下表の補償割合で保護されます。

その他の事項

＜ 損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容＞
保　険　金 解約返れい金など

短期傷害保険（※１）

海外旅行保険
破綻時から３
か月以内に発
生した事故
100％

80％
破綻時から３
か月経過後に
発生した事故
80％

上記以外の傷害
保険、所得補償
保険、など

90％（※２）

（※１）保険期間が１年以内の傷害保険をいいます。
（※２） 過去に高い予定利率が付されていた５年超の

保険契約については、90％の補償割合を引
き下げることがあります。

（注）破綻保険会社の財産状況により補償割合が80％
（補償割合が90％の場合は90％）を上回るこ
とが可能である場合には、その財産状況に応じ
た補償割合による給付を受けることができま
す。また、保険契約の移転等の際に、補償割合
までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維
持するために契約条件の算定基礎となる基礎率
（予定利率、予定損害率、予定事業費率）の変
更を行う可能性があります。

　上記内容の詳細につきましては、取扱代理店また
は弊社にお問い合わせください。
　また、日新火災ホームページ　
　http：//www.nisshinfi re.co.jp/
　損害保険契約者保護機構ホームページ　
　http：//www.sonpohogo.or.jp/
　もご参照ください。

３．共同保険契約について

　共同保険契約の場合には、ご契約の証券に記載さ
れている各引受保険会社が証券記載の引受分担割合
に応じて、連帯せず独立して保険責任を負っており
ます。弊社は幹事保険会社として他の引受保険会社
を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、
保険金の支払その他の業務または事務を行っていま
すので、上記２．につきましては、引受保険会社の
引受分担割合の範囲で生じることとなります。



第１条（用語の定義）

ファミリー交通傷害保険普通保険約款

第１章　用語の定義条項



第２章　補償条項

第２条（保険金を支払う場合）

第３条（保険金を支払わない場合－その１）



第４条（保険金を支払わない場合－その２）

第５条（交通乗用具の範囲）

第６条（被保険者の範囲）



第７条（死亡保険金の支払）

第８条（後遺障害保険金の支払）

第９条（入院保険金および手術保険金の支払）



第10条（通院保険金の支払）

第11条（当会社の責任限度額）

第12条（死亡の推定）

第13条（他の身体の障害または疾病の影響）

第３章　基本条項

第14条（保険責任の始期および終期）

第15条（告知義務）



第16条（保険契約者の住所変更）

第17条（保険契約の無効）

第18条（保険契約の失効）

第19条（保険契約の取消し）

第20条（保険契約者による保険契約の解除）

第21条（重大事由による解除）

第22条（被保険者による保険契約の解除請求）



第23条（本人である被保険者に係る部分の解除の特則）

第24条（保険契約解除の効力）

第25条（保険料の返還または請求－告知義務等の場合）

第26条（保険料の返還－無効または失効の場合）

第27条（保険料の返還－取消しの場合）

第28条（保険料の返還－解除の場合）



第29条（事故の通知）

第30条（保険金の請求）

第31条（保険金の支払時期）



第32条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）

第33条（時効）

第34条（代位）

第35条（死亡保険金受取人の変更）

第36条（保険契約者の変更）



第37条（ 保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合
の取扱い）

第38条（契約内容の登録）

第39条（家族が複数の場合の約款の適用）

第40条（訴訟の提起）

第41条（準拠法）

別表１　後遺障害等級表







別表２　 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす
部位

別表３　短期料率表



別表４　保険金請求書類



第１条（保険金を支払う場合）

第２条（保険金の支払時期）

２．死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約【15】

３．後遺障害等級限定（第３級以上）補償特約【A2】

４．後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約
 　　（後遺障害保険金支払区分表型）【A1】

別表１　後遺障害保険金支払区分表

特　　約

１．天災危険補償特約【06】



別表２　加重された後の後遺障害

５．入院保険金支払限度日数変更特約【A3】

第１条（用語の定義）

第２条（入院保険金支払限度日数の変更）

第３条（普通保険約款の読み替え）

６．通院保険金支払限度日数変更特約【3W】

第１条（用語の定義）

第２条（通院保険金支払限度日数の変更）



第３条（普通保険約款の読み替え）

７．手術保険金の支払条件変更に関する特約【A4】

第１条（用語の定義）

第２条（手術保険金の支払条件の変更）

第３条（手術保険金の請求権発生時期）

第４条（普通保険約款の読み替え）

第５条（ 入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件
変更特約が付帯されている場合の取扱い）

別表　対象となる手術



８．夫婦特約【01】

第１条（被保険者の範囲）



第２条（当会社の責任限度額）

第３条（普通保険約款の読み替え）

第４条（普通保険約款の適用除外）

９．配偶者補償対象外特約【1R】

第１条（被保険者の範囲）

第２条（当会社の責任限度額）

第３条（普通約款の読み替え）

第４条（普通約款の適用除外）

10．臨時費用補償特約【21】

第１条（保険金を支払う場合）

第２条（保険金を支払わない場合）

第３条（臨時費用保険金の支払額）

第４条（保険金の請求）

第５条（普通保険約款の読み替え）

第６条（準用規定）

11．ファミリー交通傷害保険賠償責任危険補償特約【22】

第１条（保険金を支払う場合）



第２条（保険金を支払わない場合－その１）

第３条（保険金を支払わない場合－その２）

第４条（支払保険金の範囲）

第５条（保険金の支払額）



第６条（事故の発生）

第７条（当会社による解決）

第８条（保険金の請求）

第９条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）



第10条（保険金の支払時期）

第11条（代位）



第12条（先取特権）

第13条（普通保険約款の適用除外）

第14条（普通保険約款の読み替え）

第15条（特約の適用）

第16条（重大事由による解除の特則）

第17条（準用規定）



12．賠償事故の解決に関する特約（ファミリー交
　 通傷害保険賠償責任危険補償特約用）【A7】

第１条（当会社による援助）

第２条（当会社による解決）

第３条（損害賠償請求権者の直接請求権）



第４条（損害賠償額の請求および支払）



第５条（損害賠償請求権の行使期限）

第６条（仮払金および供託金の貸付け等）

第７条（準用規定）

13．長期保険特約【25】

第１条（保険料の払込方法）



第２条（第２回以後の保険料不払の場合の免責）

第３条（第２回以後の保険料不払による保険契約の解除）

第４条（保険料払込方法の変更）

第５条（保険料の前納）

第６条（保険料の変更－告知義務）

第７条（保険料の変更－告知義務以外）



第８条（保険料率の改定による保険料の取扱い）

第９条（保険料の返還－失効の場合）

第10条（保険料の返還－解除の場合）

第11条（普通保険約款の適用除外）

第12条（普通保険約款の読み替え）

第13条（準用規定）

14．後遺障害保険金の追加支払に関する特約【66】

第１条（保険金を支払う場合）

第２条（保険金の請求）

第３条（普通保険約款の読み替え）

15．死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金
  および手術保険金のみの支払特約【1T】

16．条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約



第１条（戦争危険等免責の一部修正）

第２条（この特約の解除）

第３条（特約解除の効力）

17．企業等の災害補償規定等特約【3D】

第１条（用語の定義）

第２条（死亡保険金の支払）

第３条（保険料の返還）

第４条（保険金の請求）

18．死亡保険金支払に関する特約【3G】

第１条（用語の定義）



第２条（災害補償規定等の備え付け）

第３条（保険金の支払）

19．訴訟の提起に関する特約【42】

20．一般団体ファミリー交通傷害保険保険料分割払特約

第１条（保険料の分割払）　

第２条（分割保険料の払込み）　

第３条（分割保険料領収前の事故）　　

第４条（分割保険料不払の場合の免責）　　

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（死亡保険金支払の場合の保険料払込み）



第７条（分割保険料不払の場合の保険契約の解除）

第８条（保険料の返還または請求）

第９条（準用規定）　　

21．ファミリー交通傷害保険保険料分割払特約（一般用）

第１条（保険料の分割払）

第２条（分割保険料の払込み）　



第３条（分割保険料領収前の事故）

第４条（分割保険料不払により保険金を支払わない場合）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条 （死亡保険金支払の場合の保険料払込み）

第７条（分割保険料不払の場合の保険契約の解除）

第８条（保険料の返還または請求）



第９条（準用規定）

22．ファミリー交通傷害保険保険料支払に関する特約【41】

第１条（保険料の払込み）

第２条（保険料領収前の事故）

第３条（保険料不払の場合の保険契約の解除）

第４条（保険契約解除の効力）

第５条（準用規定）

23．初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】

第１条（特約の適用）

第２条（初回保険料の払込み）

第３条（初回保険料払込前の事故）

第４条（初回保険料不払の場合の保険契約の解除）

第５条（継続に関する特約との関係）



第６条（付帯される普通保険約款による読替規定）

第７条（準用規定）

24．クレジットカードによる保険料支払に関
　　 する特約（登録方式）【2M】

第１条（この特約の適用条件）

第２条（クレジットカードによる保険料支払の承認）

第３条（クレジットカードによる保険料の払込み）

第４条（ 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱
い）

第５条（返還保険料の取扱い）

第６条（準用規定）

25．クレジットカードによる保険料支払に関
　　 する特約【2B】【2C】

第１条（クレジットカードによる保険料支払の承認）

第２条（保険料領収前に生じた事故の取扱）



第３条（保険料の直接請求および保険料請求後の取扱）

第４条（保険料の返還に関する特則）

第５条（準用規定）

26．保険契約の継続に関する特約【43】

第１条（適用契約の範囲）

第２条（保険契約の継続）

第３条（継続契約の保険料および払込方法）



第４条（保険料不払の場合の免責）

第５条（継続契約の保険料不払の場合の保険契約の解除）

第６条（継続契約に適用される制度、料率等）

第７条（継続契約に適用される特約）

第８条（継続契約の告知義務）

第９条（準用規定）

27．団体扱特約（一般Ａ）

第１条（用語の定義）



第２条（特約の適用）

第３条（保険料の払込方法等）

第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）

第８条（特約の失効または解除）



第９条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）

28．団体扱特約（一般Ｂ）

第１条（用語の定義）

第２条（特約の適用）

第３条（保険料の払込方法等）



第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）

第８条（特約の失効または解除）

第９条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）



29．団体扱特約（一般Ｃ）

第１条（用語の定義）

第２条（特約の適用）

第３条（保険料の払込方法等）

第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）

第８条（特約の失効または解除）



第９条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）

第11条（退職者を保険契約者とする場合の特則）

30．団体扱特約

第１条（用語の定義）

第２条（特約の適用）



第３条（保険料の払込方法等）

第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）

第８条（特約の失効）

第９条（特約失効後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）



31．団体扱特約（口座振替方式）

第１条（用語の定義）

第２条（特約の適用）

第３条（保険料の払込方法等）

第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）

第８条（特約の失効または解除）



第９条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）

第11条（退職者を保険契約者とする場合の特則）

32．集団扱特約（直接集金方式）

第１条（用語の定義）

第２条（特約の適用）



第３条（保険料の払込方法等）

第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）

第８条（特約の失効または解除）

第９条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）



33．集団扱特約（口座振替方式）

第１条（用語の定義）

第２条（特約の適用）

第３条（保険料の払込方法等）

第４条（保険料領収前の事故）

第５条（追加保険料の払込み）

第６条（保険金の支払および未払込保険料の払込み）

第７条（保険料領収証の発行）



第８条（特約の失効または解除）

第９条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）

第10条（保険料の返還または請求）

34．共同保険に関する特約

第１条（独立責任）

第２条（幹事保険会社の行う業務）

第３条（幹事保険会社の行為の効果）



第４条（保険契約者等の行為の効果）













全国にひろがる日新火災のネットワーク

QX342-5　2015.7（新）800　KC

お近くの日新火災で“損害保険”のことならなんでもお気軽
にご相談ください。
万一、事故にあわれた場合は、30日以内に取扱代理店また
は弊社までご連絡ください。

1.  事故のご連絡先

事故のご連絡・ご相談は
サービス24

フリーダイヤル　0120-25-7474
［受付時間：24時間・365日］

2.  弊社のお客さま相談窓口の連絡先

日新火災海上保険株式会社
弊社へのご相談・苦情・お問合せは

フリーダイヤル　0120-17-2424
［受付時間：9：00～17：00（土日祝除く）］

本店／〒101-8329　東京都千代田区神田駿河台 2－3
お客さま相談窓口：フリーダイヤル 0120-17-2424

［受付時間：9：00～17：00（土日祝除く）］
日新火災ホームページ　http://www.nisshinfire.co.jp/

3.  損保協会の連絡先
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人
日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立て
を行うことができます。

ナビダイヤル　0570-022808
［受付時間：9：15～17：00（土日祝除く）］

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ
をご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/）
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